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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

※
声
の
広
報
（
録
音
テ
ー
プ
）
を
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

★
秘
書
広
報
課
☎
㉕
１
１
５
５

「
振
り
込
め
詐
欺
」
に
ご
注
意
を
！

４
月
か
ら
「
子
ど
も
の
心
の
相
談

員
」
が
行
う
教
育
相
談
日
が
変
更

に
な
り
ま
す

児
玉
南
土
地
区
画
整
理
審
議
会
委

員
選
挙
に
伴
い
「
選
挙
人
名
簿
」

を
縦
覧
し
ま
す

あ
た
た
か
い
愛
の
心
で
「
献
血
」

に
ご
協
力
を
!!

日
の
出
児
童
セ
ン
タ
ー
に
お
出
か

け
く
だ
さ
い

催　
　

し

催　
　

し

市税等の納付には、
安心・便利で確実な

口座振替をご利用ください！
　預金通帳とお届け印を持参のうえ、市内各金融機関または
郵便局の窓口でお申し込みください。
　申込日の翌月以降の納期から口座振替を開始します。

　

最
近
、
市
の
職
員
を
装
い
、
現

金
自
動
預
け
払
い
機
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

を
操
作
さ
せ
て
振
り
込
み
を
行
わ

せ
る
、「
振
り
込
め
詐
欺
」
に
よ

る
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
市

の
職
員
が
納
税
者
の
み
な
さ
ん
に

電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
す
る
場
合

は
、
申
告
書
等
を
基
に
そ
の
内
容

を
本
人
に
確
認
す
る
こ
と
を
原
則

と
し
て
い
ま
す
。
還
付
金
の
受
け

取
り
の
た
め
に
、
金
融
機
関
等
の

現
金
自
動
預
け
払
い
機
の
操
作
を

求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

み
な
さ
ん
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

★
課
税
課
☎
㉕
１
１
２
３

　

４
月
か
ら
「
子
ど
も
の
心
の
相

談
員
（
臨
床
心
理
士
）」
に
よ
る

教
育
相
談
日
が
、
次
の
と
お
り
変

更
に
な
り
ま
す
。

日 

時　

毎
週
火
曜
日
（
夏
休
み
な

ど
の
長
期
休
業
日
お
よ
び
祝
日

を
除
く
）　

午
後
１
時
30
分
〜

５
時

※
電
話
に
よ
る
相
談
が
原
則
で
す

が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
面
談
に
よ

る
相
談
も
行
い
ま
す
。

＊ 

お
問
い
合
わ
せ
は
子
ど
も
の
心

の
相
談
員（
☎
㉑
７
３
３
７
）へ

★
学
校
教
育
課
☎
㉕
１
１
８
３

　

任
期
満
了
に
よ
る
児
玉
南
土
地

区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
選
挙
が
、

５
月
11
日
㈰
に
執
行
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
伴
い
、「
選
挙
人
名
簿
」

の
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

選
挙
人
名
簿
に
記
載
さ
れ
る
人

　

 

児
玉
南
土
地
区
画
整
理
事
業
地

内
の
土
地
に
所
有
権
ま
た
は
借

地
権
を
持
つ
人

縦 

覧
期
間　

３
月
11
日
㈫
〜
24
日
㈪

縦 

覧
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分

縦 

覧
場
所　

都
市
整
備
課
（
総
合

支
所
２
階
）

★ 

総
合
支
所
都
市
整
備
課
☎

１

３
３
１
（
内
線
２
３
４
）

　

日
の
出
児
童
セ
ン
タ
ー
を
会
場

に
、
幼
児
や
小
学
生
、
保
護
者
を

対
象
と
し
た
講
座
や
教
室
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
お
友
達
を
誘
っ
て

お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。
当
日

直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日 

時　

３
月
28
日
㈮　

午
前
９
時

30
分
〜
11
時

会
場　

児
玉
総
合
支
所

種 

類　

全
血
（
４
０
０
・
２
０
０

ml
）

★ 

児
玉
保
健
セ
ン
タ
ー
☎

５
５

４
０

「
湯
か
っ
こ
」
の
指
定
管
理
者
が

決
ま
り
ま
し
た

　

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合

立
余
熱
利
用
施
設
「
湯
か
っ
こ
」

の
指
定
管
理
者
が
、
次
の
と
お
り

決
ま
り
ま
し
た
。
な
お
、
利
用
料

金
、
利
用
時
間
等
は
変
更
あ
り
ま

せ
ん
。

指
定
管
理
者　

㈱
東
庄

指 

定
期
間　

平
成
20
年
４
月
１
日
〜

平
成
23
年
３
月
31
日

※
４
月
１
日
㈫
は
臨
時
休
館
と
な

り
ま
す
。

★ 

余
熱
利
用
施
設
「
湯
か
っ
こ
」

☎
㉒
８
１
２
６

元
小
山
川
浄
化
活
動
イ
ベ
ン
ト
を

開
催

　

元
小
山
川
の
水
質
浄
化
へ
の
関

心
を
持
ち
、
生
活
排
水
対
策
に
取

り
組
む
良
い
機
会
で
す
。
多
数
の

景
品
を
用
意
し
て
、
み
な
さ
ん
の

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日 

時　

３
月
22
日
㈯　

午
前
10
時

30
分
〜

会 

場　

本
庄
ふ
る
さ
と
フ
ラ
ワ
ー

パ
ー
ク

内 

容　

清
掃
活
動
、
花
の
種
ま
き
、

魚
の
放
流
な
ど

参
加
費　

無
料

★ 

元
小
山
浄
化
活
動
推
進
実
行
委

員
会
事
務
局（
環
境
推
進
課
内
）

☎
㉕
１
１
７
３

◎ 

あ
や
と
り
・
お
て
だ
ま
・
折
り

紙
教
室

日 

時　

３
月
22
日
㈯　

午
後
２
時
〜

３
時

対
象　

幼
児
・
小
学
生

参
加
費　

無
料

◎ 

サ
ー
ク
ル
〝
お
は
な
し
の
小こ

径み
ち

〞

に
よ
る
『
お
は
な
し
会
』

日 

時　

３
月
29
日
㈯　

午
前
10
時

30
分
〜
11
時
30
分

対
象　

幼
児･

小
中
高
校
生･

大
人

参
加
費　

無
料

★ 
日
の
出
児
童
セ
ン
タ
ー
☎
㉑
０

４
２
０

市税の夜間収納窓口

※市役所へお越しの際は、庁舎東側の夜間休日受付
通用口を、総合支所へお越しの際は、正面玄関をご
利用ください。 

場所 ・市役所１階　　収納課☎㉕１１２０
 ・総合支所１階　収納課児玉税務係

☎ 1331（内線322）

日時 ３月28日（金）　午後５時15分～７時
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「
パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ
in

む
さ
し
の
村
」
を
開
催

市
民
少
林
寺
拳
法
教
室
を
開
催

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
広
告
を
掲

載
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

埼
玉
県
、
む
さ
し
の
村
、
㈱
Ｊ

Ｔ
Ｂ
首
都
圏
大
宮
支
店
の
主
催
で

「
パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ
in

む
さ
し
の
村
」
を
開
催
し
ま
す
。

応
援
シ
ョ
ッ
プ
優
待
カ
ー
ド
を
持
っ

て
、
ぜ
ひ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

日
時　

３
月
22
日
㈯
・
23
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

場
所　

む
さ
し
の
村
（
加
須
市
）

内 

容　

パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ

プ
出
店
、
警
察
車
両
展
示
、
フ

リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
農
産
物
販

売
、
Ｙ
ｅ
ｓ
！
プ
リ
キ
ュ
ア
５ 

Ｇ
ｏ 

Ｇ
ｏ
！
シ
ョ
ー
（
22
日
）、

そ
れ
い
け
！
ア
ン
パ
ン
マ
ン

シ
ョ
ー
（
23
日
）
な
ど

入 

園
料　

応
援
シ
ョ
ッ
プ
優
待

カ
ー
ド
の
提
示
で
、
大
人
（
中

学
生
以
上
）
は
１
、
１
０
０
円

が
５
０
０
円
に
、
子
ど
も
は
６

０
０
円
が
３
０
０
円
に
割
引

※
乗
物
券
・
フ
リ
ー
パ
ス
も
割
引

が
あ
り
ま
す
。

＊ 

お
問
い
合
せ
は
、
Ｊ
Ｔ
Ｂ
首
都

圏
大
宮
支
店
（
☎
０
４
８―

６

４
９―

５
２
５
５
）
ま
た
は
、

む
さ
し
の
村
（
☎
０
４
８
０―

６
１―

４
１
２
６
）
へ

★ 

埼
玉
県
少
子
政
策
課
☎
０
４
８―

８
３
０―

３
３
４
３

募　
　

集

募　
　

集

　

市
の
管
理
す
る
資
産
を
有
効
活

用
す
る
こ
と
で
財
源
の
確
保
と
地

域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

「
本
庄
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
へ
の

バ
ナ
ー
広
告
掲
載
希
望
者
を
募
集

し
ま
す
。

　

月
平
均
ア
ク
セ
ス
数
２
万
件
の

本
庄
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
Ｐ
Ｒ
の

場
と
し
て
活
用
し
ま
せ
ん
か
。

掲 

載
場
所　

本
庄
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.city.honjo.lg.jp/

）

の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

掲 

載
期
間　

４
月
〜
（
最
長
で
12

か
月
）

掲
載
料　

月
額
２
０
、
０
０
０
円

募
集
枠　

１
月
あ
た
り
８
枠

募 

集
期
間　

３
月
３
日
㈪
〜
17
日

㈪
（
締
め
切
り
後
も
空
き
が
あ

れ
ば
受
け
付
け
ま
す
。）

申 

込　

企
画
課
で
配
布
す
る
有
料

広
告
掲
載
申
込
書
（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
広
告
原
稿
お
よ
び
納
税

証
明
書
（
市
外
の
場
合
の
み
）

を
添
え
て
、
左
記
へ
郵
送
ま
た

は
直
接
持
参

　

〒
３
６
７―

８
５
０
１

　

本
庄
市
本
庄
３―

５―

３

　

本
庄
市
役
所
企
画
課

※
広
告
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
掲

載
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
応
募
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と

な
り
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★
企
画
課
☎
㉕
１
１
５
７

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

日 

時　

４
月
５
日
か
ら
５
月
３
日

ま
で
の
毎
週
土
曜
日　

全
５
回

午
後
７
時
〜
８
時

会
場　

武
道
館

講 

師　

少
林
寺
拳
法
本
庄
支
部
指

導
者

対
象　

初
心
者

定
員　

30
人

参
加
費　

５
０
０
円

用
意　

運
動
の
で
き
る
服
装

申 
込　

３
月
12
日
㈬
か
ら
電
話
ま

た
は
直
接
左
記
へ

★
体
育
課
☎
㉕
１
１
５
２

公
民
館

公
民
館

◎
開
催
場
所
の
記
載
が
な
い
も
の

は
、
主
催
公
民
館
が
会
場
で
す
。

申
し
込
み
は
い
ず
れ
も
午
前
８
時

30
分
か
ら
で
す
。

中
央
公
民
館

☎
㉒
２
７
９
８

◆
４
月
の
パ
ソ
コ
ン
無
料
開
放
日

　

初
級
者
で
パ
ソ
コ
ン
を
練
習
し

た
い
人
は
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
事
前
の
申
し
込
み
は
不

要
で
す
。
当
日
直
接
公
民
館
へ
。

開
放
日　

毎
週
火
・
金
曜
日

時 

間　

午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後

１
時
〜
４
時

※
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
指
導
者
が
常

駐
し
、
初
級
者
レ
ベ
ル
の
内
容
で

あ
れ
ば
対
応
し
ま
す
。
ま
た
、
４

月
15
日
㈫
は
、
午
前
９
時
か
ら
正

午
ま
で
の
み
パ
ソ
コ
ン
相
談
日
と

し
て
指
導
員
も
常
駐
し
ま
す
。

◆
料
理
教
室

　

手
軽
な
ど
ん
ぶ
り
物
を
作
り
ま

す
。

日 

時　

３
月
19
日
㈬　

午
前
９
時

30
分
〜
正
午

講
師　

森
谷　

典
子　

先
生

定
員　

16
人
（
男
性
歓
迎
）

費
用　

４
０
０
円
（
材
料
費
）

用
意　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
手
ふ
き

申 

込　

３
月
７
日
㈮
か
ら
電
話
ま

た
は
直
接
公
民
館
へ

軽自動車・バイク・農耕用トラクターなどの
　　　　　　　　　　　廃車手続きはお早めに！

廃　車　手　続　き

･バイク（125㏄以下）
･農耕用トラクター
･小型特殊自動車

ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑を
持参のうえ、 市役所１階課税課または総合支
所１階収納課児玉税務係へ

二輪の軽自動車
（125㏄超過）

ナンバープレート、車検証、印鑑を持参のう
え、熊谷自動車検査登録事務所（☎０５０－
５５４０－２０２７）へ

軽自動車
（３輪･４輪）

ナンバープレート、車検証、印鑑を持参のう
え、軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所（☎
０４８－５７４－１６６２）へ

★課税課☎㉕１１２２、収納課児玉税務係☎ １３３１（内線３２２）

　乗らなくなったバイクなどは、３月31日㈪までに廃車手続きをしな
いと平成20年度も課税対象となります。また、盗難や譲渡の場合も、
届け出がないものは引き続き課税されます。なお、盗難の場合は警察
署へ届け出をした後、所定の場所で手続きをしてください。


